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議案第４７号 

 

令和７年度当初教職員人事異動方針について  

 

令和７年度当初教職員人事異動方針について、別紙のとおり決定し

たいので議決を求める。 

 

 

令和６年９月２０日提出 

 

久喜市教育委員会 

教育長  柿 沼 光 夫 
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令和７年度当初教職員人事異動方針について 

 

 久喜市教育委員会は、令和７年度当初人事異動を推進するにあたり、令和６年８月

２３日に埼玉県教育委員会が通知した「令和７年度当初教職員人事異動方針」に基づ

き、久喜市教育委員会の「令和７年度当初教職員人事異動方針」を定め、その実現を

期すものである。あわせて、埼玉県教育委員会が通知した「令和７年度当初市町村立

小・中学校等教職員人事異動方針細部事項」についても同様とする。 

 

   令和６年９月  日 

久喜市教育委員会 

 

 

令和７年度当初教職員人事異動方針 

 

１ 基本方針 

 

  「第３期久喜市教育振興基本計画」を踏まえ、以下に基づき、人事異動を推進す

る。  

 

（１）市内小・中学校の活性化を図り、気風を刷新して教育効果を高めるため、人

材を抜擢し、適材を適時に適所に配置することを基本に異動を推進する。 

（２）市内小・中学校の人材育成を期して、教職員の視野を広め職務経験を豊かに

するための異動を推進する。 

（３）教育の機会均等を図るため、各学校の教職員組織の充実と均衡化に努める。 

（４）市内小・中学校の教育水準の向上を図るため、県教育委員会の指導のもと、

長期的展望に立って、計画的に異動を実施する。 

（５）新採用教職員については、人材育成の観点及び学校間の教職員組織の均衡を

勘案して適切な配置に努める。 

（６）役職定年後の教職員及び再任用職員については、豊かな経験を生かすととも

に、調和のとれた学校運営に資するため、適切な配置に努める。 

（７）女性教職員の個々の能力、適正等を考慮し、管理職への積極的な登用に努め

る。 

（８）障がいのある教職員については、個々の障がいの状況、能力、適性等を考慮

し、適切な配置に努める。 

【案】 
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２ 転任・転補 

 

（１）魅力ある学校づくりを推進するため、教職員の特性、能力、勤務実績及び職務

経験並びに各学校の教職員構成及び地域社会との関係を考慮して、適材を適時に

適所に配置する。 

（２）人事異動にあたっては、教職員組織の充実を図るため、学校間の教職員の性別、

年齢、教科等の構成の均衡に配慮する。 

（３）教職員の視野を広め職務経験を豊かにするとともに、学校の活力を高めるため、

新規採用後早期に複数校を経験するよう、積極的に異動を行う。 

（４）学校の気風の停滞を防ぐとともに、職務経験を豊かにするため、同一校勤続年

数の長い者については、積極的に異動を行う。 

（５）校長、教頭及び主幹教諭については、学校の活性化を図るため、勤務の実績及

び能力等を考慮し、広域的な異動を行う。 
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令和７年度当初久喜市立小・中学校教職員人事異動方針細部事項 

 

令和７年度当初久喜市立小・中学校教職員人事異動は、「令和７年度当初教職員人事

異動方針」に基づき、次に掲げる各項目に従い実施する。 

 

１ 転任・転補について 

(1) 転任・転補については、教職員の意向を把握し、人事異動方針及び細部事項に基

づいて行う。 

(2) 教職員の視野を広げ、職務経験を豊かにするため、他市町村との異動を積極的

に行うとともに、校種間の人事交流に努める。 

(3) 次の教員（教頭及び主幹教諭を除く。）及び事務職員については、原則的として

異動を行わない。 

ア 同一校在職３年未満の者 

イ 産休・育休等を取得中及び妊娠中の者 

ウ 休職中の者 

(4) 経験豊かな教員（教頭及び主幹教諭を除く。）の異動については、各学校の教職

員構成及び学校運営の適正化を図るため、計画的に推進する。 

特に、教頭候補者名簿登載者の異動を積極的に行う。 

(5) 事務職員については、職務経験等を考慮した計画的、積極的な異動を行う。 

特に、事務主幹については、同一校に複数配置をすることのないよう異動を行

う。 

 (6) 児童生徒数が少ない地域の学校における教職員組織の充実を図るため、それ以

外の地域との交流に努める。 

 (7) 近年新設及び統合した学校については、将来一時的に異動が集中しないよう、

長期的展望をもって計画的な人事異動を行う。 

(8) 新設校あるいは通学区域に変更等のある学校については、管理職を含めて教職員

組織の充実を図る。 

(9) 新採用の教員及び事務職員については、多様な経験を積ませ、資質の向上を図

るため、採用後６年以内に異動を行う。その際、原則として他市町村との異動を

行う。 

(10) 学校の気風の停滞を防ぐとともに、職務経験を豊かにするため、教員及び事務 

職員は、同一校在職１０年以内に異動を行う。 

特に、７年以上の者については、積極的に異動を行う。 

(11) 過員を調整するための異動については、優先して行う。特に他市町村、他校種 

の異動も含め、重点的に行う。 

また、小・中学校間の異動については、資格及び特性等を考慮して行う。 

(12) 管理職の異動については、学校の効率的運営と適正な管理が行われるよう、 

年齢・経験年数・特性等を考慮して行う。 

また、原則として、校長・教頭の同時異動は行わない。 

【案】 
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(13) 教職員組織の均衡化を引き続き図るため、校種及び学校規模等を配慮し、他市

町村との異動を行う。 

(14）魅力ある学校づくりを推進するために、他市町村との異動に努める。 

(15) 小中学校９年間を一貫した教育の推進を図るために、小・中学校間の異動に努

める。 

(16) 女性教職員の異動については、個々の能力が十分に発揮できるように配慮する。 

（17）障がいのある教職員の異動については、個々の障がいの状況、能力、適性等を

考慮して行う。 

（18）教職員の心身の状況に応じて、可能な範囲で人事上の配慮を行う。 

（19）子育てや介護など、教職員の家庭状況に応じ、可能な範囲で人事上の配慮を行

う。 

 

２ その他 

(1) 長期的展望に立った人事異動計画の立案と実施について 

市教育委員会は、県教育委員会の指導のもと、管内並びに関係市町教育委員会の

人事の実態や課題を把握しつつ、市内小・中学校の教職員構成の適正化に配慮し、

長期的展望に立った人事異動計画を立案するとともに、適正な実施に努める。 

(2) 退職 

ア 定年退職については、職員の定年等に関する条例の定めるところによるものと

する。 

イ 勧奨退職については、学校職員勧奨退職取扱要綱に定めるところによるものと

する。 

なお、学校職員勧奨退職取扱要綱第２の「教育長が定める期日」は、令和６年

１２月８日とする。 
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議案第４８号 

 

久喜市立図書館条例施行規則の一部を改正する規則につい  

て 

 

久喜市立図書館条例施行規則の一部を、別紙のとおり改正すること

について議決を求める。 

 

 

令和６年９月２０日提出 

 

久喜市教育委員会 

教育長  柿 沼 光 夫 
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久喜市立図書館条例施行規則の一部を改正する規則 

久喜市立図書館条例施行規則（平成３１年久喜市教育委員会規則第３号）の一

部を次のように改正する。 

第７条の２第１項中「を使用し、」の次に「又は行政手続における特定の個人

を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）第２条

第７項に規定する個人番号カードを提示し、」を加える。 

附 則 

この規則は、令和６年１０月１日から施行する。 
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議案第４９号 

 

久喜市学校施設整備基金条例について  

 

久喜市学校施設整備基金条例を、別紙のとおり制定することについ

て議決を求める。 

 

 

令和６年９月２０日提出 

 

久喜市教育委員会 

教育長  柿 沼 光 夫 
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久喜市学校施設整備基金条例 

（設置） 

第１条 市が設置する学校施設を整備する事業（以下「事業」という。）の財源

とするため、久喜市学校施設整備基金（以下「基金」という。）を設置する。 

（積立て） 

第２条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。 

（管理） 

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法

により保管しなければならない。 

２ 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えるこ

とができる。 

（運用益金の処理） 

第４条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金

に編入するものとする。 

（処分） 

第５条 市長は、事業に要する経費に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を

一般会計歳入歳出予算に計上して処分することができる。 

（繰替運用） 

第６条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間

及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することが

できる。 

（委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が

別に定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第５０号 

 

久喜市教育委員会事務局職員の人事について  

 

久喜市教育委員会事務局職員の人事について、別紙のとおり実施す

ることについて議決を求める。 

 

 

令和６年９月２０日提出 

 

久喜市教育委員会 

教育長  柿 沼 光 夫 
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議案第５０号 「久喜市教育委員会事務局職員の人事について」の別紙資料に

つきましては、人事案件であるため非公開です。 
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